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第４回立川市行財政問題審議会議事録 

 

 

 

 

 ◆日時 令和２年７月30日（木）19時00分～20時30分 

 

 ◆場所 女性総合センター 第２学習室 

 

 ◆出席者 

  【委員】 

     金井利之会長     佐藤主光副会長     朝日ちさと委員 

     伊藤正人委員     川口哲生委員      宮田龍之介委員 

     曽我好男委員     笹浪真智子委員     砺波正博委員 

     三浦康浩委員     川久保ミチエ委員    宮本直樹委員 

 

  【市側】 

     齋藤真志財務部長 

     渡貫泰央行政経営課長 

     佐藤岳之財政課長 

 

  【事務局】 

     野口康浩行政経営課係長 

     根岸竹明行政経営課係長 

 

 ◆次第 

  １ 開会 

  ２ 議事 

    （１）第２次行政経営計画について（報告） 

    （２）新型コロナウイルス感染症の影響について 

    （３）平成31年度決算（速報）について（報告） 

    （４）現在までの新型コロナウイルス対策事業（報告－協議） 

    （５）今後の財政の見通し（報告） 

    （６）令和３年度の行財政運営について（報告－協議） 

  ３ その他 

  ４ 閉会 

 

 ◆資料 

  １    新型コロナウイルス感染症による主な影響 

  ２    行財政問題審議会用資料 

  ３    行財政問題審議会用資料（Ｈ31年度決算の速報値） 

  ４    令和３年度の行財政運営について 
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  参考資料１ 第２次行財政経営計画 

  参考資料２ 第２次行政経営企画の修正点について 
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午後７時０分 開会 

○渡貫行政経営課長 時間になりましたので、そろそろ始めたいと思います。 

 皆さん、改めましてこんばんは。 

 本日は、ご多忙の中、また新型コロナウイルスが拡大している中ご参加いただきまして、あ

りがとうございます。 

 行政経営課長の渡貫でございます。 

 今回は、令和２年度となってから初めての開催でございます。市側の出席者に前年度から変

更がございましたので、ご紹介をさせていただきます。 

○齋藤財務部長 皆さん、こんばんは。 

 財務部長の齋藤でございます。昨年度まで財政課長として参加させていただきましたが、人

事異動に伴いまして、財務部長を務めることとなりました。本年度もぜひよろしくお願いいた

します。 

○佐藤財政課長 皆さん、こんばんは。 

 財政課長の佐藤と申します。４月に着任いたしまして、前職は人事課長でおりまして、昨年

12月に第２次行政経営計画策定のため経営資源「人」の活用のところでお世話になったもので

ございます。今年度引き続きとなりますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

○渡貫行政経営課長 なお、本日、総合政策部長の栗原は都合により欠席でございます。 

 また、本日は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮いたしまして、「新しい日常」の試

みといたしまして、リモートによる審議会の開催でございます。何分今回初めての試みでござ

いまして、十分な環境が整っていないところもございまして、ご不便をおかけすることがある

と思いますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 リモートでの審議会の進行でございますが、可能な限り通常の審議会と同様の形で進めたい

と考えてございまして、ご発言の際でございますが、委員の名前を名乗っていただき、会長か

ら指名されてからご発言をいただければと思ってございます。 

 また、審議会委員の皆様がご自宅から参加していただいているため、それぞれのネットワー

ク環境が異なってございまして、回線の容量が逼迫して映像・音声が中断するおそれがありま

すので、ご発言される場合以外はカメラをオフにしていただきますようお願いいたします。 

 それでは、会長、進行のほうをよろしくお願いいたします。 

○金井会長 皆さん、こんにちは。金井です。 

 それでは、第４回審議会を開会したいと思います。 

 今、渡貫課長のほうからお話がありましたように、特に私のマンションのネットワーク回線

が非常に弱くて、みんなで使うと画面がフリーズしたり、音が聞こえなくなったり、ひどいと

きには回線が途絶してしまうということもあります。もしそういうときには、そういう事態な

んだというふうに思っていただいて、皆さんのほうで自立的に進行していただければなという

ふうに思いますので、よろしくお願いします。しばらくすると回線は直るということが多いの

で、よろしくお願いします。 

 それで、私はオンラインで参加しているので、会場の方が発言をしたいときには、一応会場

の画面が見えておりますので、手を挙げていただいて、手を挙げたときに名前を言っていただ

けると指名しやすいので、会場の方は手を挙げて「宮本」ですとか、名前を言ってくださると

大変助かりますのでよろしくお願いします。 

 それから、オンラインで参加している委員やあるいは行政の方は、発言したいと思ったとき

に、ビデオをオンにしていただければと思います。発言しているときは、発言者の顔をビデオ

でオンにするという形にしますと、誰が発言しているのか分かりやすいということがあります
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ので、リモートで参加している方は、手を挙げるかわりに顔を見せると、ビデオをオンにして

いただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 何分オンラインでの行財政問題審議会、初めての試みということになりますが、COVID-19と

の生活は、今後多分長引きそうであるということなので、オンラインでも会議ができる体制を

つくっておくということも重要だと思いますので、今日このように会場を設営していただいた

ということでありまして、事務局の方には本当に御礼申し上げたいと思います。ただでさえ大

変なときに、設営本当に大変だと思いますが、ありがとうございます。 

 さて、それでは、早速本題に入りたいと思います。 

 まず最初に、開会の後、事務局からまず確認をお願いできればと思います。 

 事務局、お願いします。 

○渡貫行政経営課長 では、議事の前に、本日の資料の確認をさせていただきます。 

○金井会長 渡貫課長、発言のときはなるべく顔を出してください。 

○渡貫行政経営課長 ビデオをオンにいたします。 

○金井会長 よろしくお願いします。 

○渡貫行政経営課長 資料１、新型コロナウイルス感染症による主な影響、資料２、行財政問

題審議会用資料として、資料３が平成31年度決算の速報値、資料４が令和３年度の行財政運営

について、あと参考資料１として、第２次行政経営計画、参考資料２、第２次行政経営計画修

正点についてでございます。 

 なお、本日の資料につきましては、リモートによりご参加いただいております委員の皆様に

は、パソコン、またはタブレット端末上でご覧いただくことができる形となっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、進め方でございますが、本日のテーマといたしまして、「新型コロナウイルス

感染症拡大を踏まえた当面の行財政運営について」ということでございまして、議題の（１）

から（４）は市の事業への影響や対策状況等をご報告させていただきまして、その後に、本日

の主題である令和３年度の立川市の経営方針の策定に向けてのご意見、議論をお願いしたいと

思ってございます。 

 以上でございます。 

○金井会長 ありがとうございました。 

 ただいまの資料の確認についてはよろしいですか、ご不明な点があれば挙手をお願いできれ

ばと思いますが、今、会場のほうのビデオも再開いたしましたので。 

 もしなければ、早速議題（１）の第２次行政経営計画についてということについてご報告を

お願いします。 

○渡貫行政経営課長 それでは、次第の（１）の第２次行政経営計画についてでございます。 

 昨年、開催いたしました審議会から３回にわたりご意見をいただきました第２次行政経営計

画でございます。こちらはお手元に参考資料１としてお配りしてございますが、このような形

に策定したところでございます。 

 前回ご意見をいただいた修正した点を中心に、３点ほどご報告させていただきたいと思って

ございます。 

 それでは、参考資料２をご覧いただけますでしょうか。 

 こちらが第２次行政経営計画の修正点となりますが、こちらは施策体系が経営資源の活用と

いうことで、人・モノ・おかね・情報というふうな形で整理させていただいた取組手法でござ

います。 

 下のほうにちょっと画面を移っていただきますと、前回はまずこの情報の活用のところの情
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報の分析の点でご指摘をいただきました。ひとの経営資源の活用の中にも、政策形成能力の活

用というふうな文言がありましたので、職員研修と政策提案研修というふうに関連性を分かる

ように明示したところが１点でございます。 

 第２点では、次のページでございまして、次は市民・事業者等との協働・連携の部分で、最

適なサービス提供主体の行財政改革の推進の部分でございます。こちらにつきましては、最適

なサービス提供主体につきましては、民間委託だけではなくＩＣＴも含めたらどうかというこ

とで、ＩＣＴ等の活用を進めますというような形の文言を整理させていただいております。 

 最後に、下の行政経営の仕組みの行政評価制度事務といったところでございまして、こちら

についてのご指摘はＡＩ等によって分析した情報を行政評価に活用することを盛り込んでいた

だきたいということで、そのような文言を入れたところでございまして、こちらについては、

そのような文言にさせていただきました。 

 資料については、ページをめくっていただきまして、今お話しした内容は、職員研修と政策

提案研修についてはこのような形で整理させていただきました。もう一つ、行財政改革の推進

のところについては、民間事業者だけでなくＩＣＴという文言を入れさせていただいたところ。

最後に、ＡＩ等によって分析した情報をといったところの表現を付け加えさせていただいたと

ころでございます。 

 前回のご指摘からいただいた点を修正したもののご報告でございました。 

 説明は以上になります。 

○金井会長 ありがとうございます。 

 ただいまのご説明につきまして、ご質問等がありましたらお出しいただければと思います。 

 いかがでしょうか。 

 特にはよろしいですか。 

 すみません、どなたか手を挙げていますか。 

○野口行政経営課係長 大丈夫です。 

○金井会長 大丈夫ですか。 

 なければ、議題（２）について事務局から説明をお願いします。 

○渡貫行政経営課長 次に、議題（２）の新型コロナウイルス感染症の影響についてでござい

ます。 

 資料１、２になります。 

 こちら新型コロナウイルスの主な影響ということでございます。本日、東京都では367名と

いうような報告がありましたが、立川市内での感染状況でございます。25日の一番上の段で49

となってございますが、実はこの資料を出した後、７月29日の発表ではさらに５人追加なって

ございまして、合計では現在54名が立川市内の感染者数となってございます。 

 ページをめくります。 

 次に、新型コロナウイルス感染症により影響があった主な事業ということで、市の事業で影

響があった、特に施設の使用料等の関係について主なものをまとめてございます。特に市民会

館の管理運営ということで上段にありますが、その使用料は予約のキャンセルということで、

それに伴っての還付が発生したり、あとは中段あたり、泉市民体育館、こちらも使用料ですけ

れども、還付したことによって指定管理者でやっている収入が減っているということもござい

まして、その補塡について市のほうから行ったというか、そういった影響もあったところでご

ざいます。 

 あと資料にあるとおりの影響がございまして、合計では2,200万円程度の使用料等の影響を

今のところ見込んでいるといった状況になります。 
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 続きまして、次のページでございます。こちらは令和２年度の事業の影響を、主な事業のほ

うを羅列して掲載させていただいてございます。政策と施策ごとにこちらは整理させていただ

いてございまして、例えば一番上の施策、子ども自ら育ちの推進のところにつきましては、青

少年問題協議会等の運営では、イベントや活動等を中止しているといった事態がありました。 

 また、下のほうにちょっといきますと、教育支援と教育環境の充実においては、小学校・中

学校の改修工事が今年度予定されてございましたが、コロナの影響で夏休み期間が短くなった

ことによって、体育館の照明工事等がちょっと行えなくなって翌年度に繰越しと、そういった

影響も出ているところでございます。 

 次のページに移りまして、次の「子ども・学び・文化」の政策においてでございます。 

 こちらのスポーツ活動の推進施策では、特にウォーキング事業であったり、そういったもの

の事業が延期になったりというような状況もございます。 

 また、資料の中段ぐらい、多文化共生の推進でございますが、こちらは高校生の派遣を姉妹

市のサンバーナディノ市と行っているんですが、その派遣受入れを中止したりとか、あとは男

女平等フォーラム参画の事業が中止になったりとかというふうになってございます。 

 次に、環境施策でございますが、こちらもイベント系でございますが、環境フェアが中止と

なったりしてございます。 

 下のほうにいきまして、消費生活向上の施策においては、予定した「おもちゃの病院」を中

止したりとか、そういった事業に影響がございました。 

 次のページでございます。 

 こちらは、都市基盤産業の政策でございます。総合的な交通環境の構築での自転車等対策で

は、やはり学生等が休みに入ったというようなこともありまして、利用料金収入が４月から５

月では約２割が減少したといったところもございました。 

 また、下のほうにいきまして、多様な産業の活性化におきましては、立川みらいフェスタや、

羽衣ねぶた祭などの大きなイベントを中止したといったところもございます。 

 あと次の福祉の政策では、高齢者の集いを今年度はやむなく中止したといったところがござ

います。 

 また、中段以降で生活保障の充実につきましては、市営住宅等管理の運営においては、この

影響によって使用料の減免申請が出ている状況が発生してございます。 

 最後のページでございますが、行政計画コミュニティの政策においては、特に競輪事業など

は４月から事業を中止してございまして、また、６月下旬から無観客での開催というような形

をとってございます。 

 あと内部事務では、職員研修等は延期になったり中止になっているといったものが出てきて

いるところでございます。 

 こちらの感染症の影響についての説明は以上となります。 

○金井会長 ご説明ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの資料１につきまして、ご質問やご意見があればよろしくお願いします。 

 あ、どうぞ、佐藤委員。 

○佐藤副会長 いいですか、すみません。ご説明ありがとうございました。 

 何点か質問なんですが、まずちょっと思いついたので、最後のページの６ページのところ、

持続可能な財政運営のところで、新型コロナウイルス感染症対策基金というのを新設されると

いうことなんですが、１つは、どれくらいの事業規模を見込まれているのかということと、患

者さんの受入れで病院が経営困難になる。私もよく聞く話なんですけれども、どういう病院、

民間病院なんですか、それとも立川市の中に公立病院、私立病院とか、そちらあたりが対応に
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なっているのか、実際立川市ではどのぐらいの患者さんを病院が受け入れているのかなという

ことも含めて、その基金の規模と運用先についてちょっと教えていただければというのと、財

政の観点からいうと、入りと出があるんですよね、つまり事業は、イベントを中止すること自

体は歳出をなくすわけです。ある意味出は減ります。だけれども、下水道の料金とか、競輪の

事業など逆に幾つか入りが減るものもあります。差引きするとどんなふうな財政的なインパク

トがありそうなのかなというのを、もしこの時点で教えていただきたいというのが２つ目。 

 ３つ目なんですけれども、より重要な問題は、多分コロナ、先ほど金井会長からもありまし

たとおり、多分しばらくは続くと思うんですね。そのときにどれだけいろいろなイベント中止

という形で当面の対応していますけれども、今後違う形、こういうオンラインも含めてですけ

れども、形態を変えて開催していくという、何かそういうふうな試みというのも今後ありそう

なのかということについて、以上３点ちょっと教えていただければと思います。 

○金井会長 ありがとうございます。 

 事務局からご説明をお願いします。 

○佐藤財政課長 すみません、財政課の佐藤でございます。 

 まず１点目のコロナの基金でございますが、この６月の補正ではそれを、予算化をさせてい

ただきました。 

 まず、大きく１点目としては、寄附金のお申出があったんですけれども、現行のスキームの

中ではそれを物品ではお受けできるんですけれども、お金では受入れができないといったとこ

ろもございまして、そういったものの受皿としての基金がまず１つ。 

 それから、やはり財源としてしっかり確保して対策を打っていかなきゃいけないというとこ

ろはございまして、基金としてしっかり見える形でそこを予算として確保していきたいという、

その大きな２点が基金の設立の目的でございます。 

 それから、財政的な影響の入りと出のところでございますけれども、大変申し訳ございませ

ん。まだ全体像はこちらのほうで調査もかけておりませんというか、12月あたりを目途にきち

んとした形で調査をかけて入りの部分、出の部分のところを精査してまいりたいというふうに

考えてございます。 

 それから、中止した事業でございますけれども、やはり必要性に応じて予算化もしてきてい

るところでございますので、そういったものは、来年度以降必要なものはきちっとやはり事業

化していかなければならないのかなというふうには考えているところでございます。 

 こちらのほうは以上です。 

○金井会長 ありがとうございます。 

 佐藤委員、どうぞ。 

○佐藤副会長 すみません、基金、金額、この段階で幾らぐらいなのかということを教えてい

ただきたいのと。 

 それから、さっき来年度事業を行うとしても、来年度も多分この状況続いていると思うんで

すね、はっきり言うと。なので、この段階で、早い段階でやり方を見直すということも含めて

対応されたほうがいいのかなというのと、すみません、もう１つ質問し忘れたんですけれども、

立川市って学校を休業したときにオンライン教育とか遠隔、今ＧＩＧＡスクールとかいろいろ

出ているじゃないですか、文科省の取組で。どのぐらいオンライン教育できていたか、あるい

は全くできなかったのかということ、すみません、これは追加の質問になるんですが、お願い

します。 

○金井会長 事務局、どなたかお願いします。 

○佐藤財政課長 財政課、佐藤でございます。 
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 まず、基金の金額でございますけれども、全体としては１億円という形で積ませていただい

ているんですけれども、一部特別職の皆さんから減額部分もいただいておりまして、その部分

も入れさせていただいている、１億円ちょっとという金額でございます。 

 それから、来年度のところの継続のお話をいただいたんですけれども、当然基金として積み

立てるというのは、来年度への継続ということも見据えた上での基金積立てというふうに考え

てございます。今年度の実施できなかった分の金額も充ててというのは、誠にごもっともだと

思うんですけれども、ちょっと影響が全て把握できていないというところもございまして、先

ほど説明したように、12月のところで精査をさせていただく、整理をさせていただきたいとい

うふうに考えてございます。 

 それから、学校のオンラインのＧＩＧＡスクール含めてのところの追加のご質問でございま

すけれども、ここの６月議会でオンラインのところの補正予算、１人１台パソコンの購入です

とか、そういったものは整備してございまして、現行のところで、ごめんなさい、オンライン

がどの程度できたかというのは、今現時点では把握できないんですけれども、その辺の環境整

備といいますか、足回り含めて予算立てをして、これから構築していくというような状況にご

ざいます。 

 説明は以上です。 

○金井会長 ありがとうございました。 

 佐藤委員、何か続きありますか。よろしいですか。 

○佐藤副会長 大丈夫です。ありがとうございました。 

○金井会長 ちょっと佐藤委員が質問していたかもしれないんですけれども、この「病院が経

営難」という場合の「病院」とは、具体的にどんな病院なんですか。 

○渡貫行政経営課長 市内の病院のほうからは、経営自体が月３億円程度というような形でち

ょっと赤字が出てきているというような状況があって、それに対しての要望の段階なんですけ

れども、そういった要請があったというようなことを聞いておりまして、あくまで市内の医療

機関といったところでお話を聞いているところでございます。 

○金井会長 診療所というよりは市内の民間病院ということなんですね。 

○渡貫行政経営課長 そうですね。はい。 

○佐藤副会長 すみません、それってつまりコロナを受け入れたかどうかとは関係なく、収入

が減ったから何とかしてくれという、そういうものなんですか、それともコロナ患者を受け入

れた病院に対する対応という理解、どっちなんでしょうか。 

○渡貫行政経営課長 ちょっと詳細は聞いてはいないんですが、コロナを受け入れたからとい

うよりは、コロナによって診療所とか病院に来る方が減ったというような話は聞いているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○佐藤副会長 すみません。ありがとうございます。 

 １点だけ、追加で。すみませんけれども、コロナを受け入れて病院経営が傾くというのは、

これは何らかの措置が必要だと思うんですけれども、今回ありませんけれども、外来とかが減

ったという理由でなると、もともと病院とか診療所は自分たちで基金を、内部留保を抱えてい

るケースもありますし、こう言ったら悪いですけれども、もともと診療水準は過剰だったんじ

ゃないかという問題もあるので、赤字だからといってむやみに救済するのはちょっとまずいか

なと思う。困っている人はほかにも幾らでもいるわけですから、病院だけ救済するというのは、

ちょっと公平には損なう、反するかなとは思いました。取りあえずコメントです。 

 以上です。 
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○渡貫行政経営課長 ありがとうございます。 

○金井会長 ありがとうございます。 

 では、ほかの方いかがでしょうか。 

○朝日委員 よろしいですか。 

○金井会長 朝日委員。はい、どうぞ。 

○朝日委員 ２つほど質問させていただきたいんですけれども、資料の２枚目に影響があった

主な事業というのがあるんですが、利用料が減って、一転して赤字が生じましたというのがあ

るんですけれども、一応契約としてはそういう需要リスクがあったときに、指定管理者一方が

かぶるという契約になっているものではなく、市が全部負担するという形にしているんでしょ

うか。１つです。 

 あと１つは、こっちは基本的なんですけれども、ここでプラスマイナスで出てきたときに、

気になってしまうのは、コロナ対策基金で充てられるものになっている。要は、通常もその財

政調整基金があるかと思うんですけれども、もしものときのための。そこからがあまり充てら

れない、支出されないという、そういう理解でよろしいんでしょうか。 

○金井会長 ありがとうございます。 

 ２点ご質問いただきましたので、これは財政課長でしょうかね。 

 まずは、渡貫行政経営課長。 

○渡貫行政経営課長 １点目の指定管理者のほうは私のほうで、この指定管理者との協定の中

では、あくまで市と協議の上というふうな形でなってございます。当初、私ども、そこは一定

の考え方である程度事業者にそういったリスクも負ってもらおうというふうなことがございま

した。ただし、ちょっと新型コロナの影響が非常に広範に及んできたというようなこともござ

いまして、最終的にその自主事業を除いた部分の収支のプラスマイナスを見て、マイナスに陥

っている場合については、市のほうで一定程度見ましょうというふうな形で整理させていただ

いたところでございます。 

 １点については、以上でございます。 

○金井会長 もう一つは、佐藤財政課長ですかね。 

○佐藤財政課長 ２点目のご質問でございますけれども、コロナの基金につきましては、当然

そういった事業にも充当することは想定はしているんですけれども、今まで、後程また別な項

目でご説明いたしますが、今まで執り行ってきた事業につきましては、国の補助を活用してみ

たり、それから都の補助を活用してみたり、それから繰越金の方を充当したりということで、

財政調整基金につきましては、10万円取り崩して充当はしておりますけれども、そういった

様々な財源を活用しながら事業化に取り組んできたというのが現状でございます。 

 以上です。 

○朝日委員 分かりました。ありがとうございました。 

○金井会長 では、朝日委員、よろしいですね。 

 では、ほかの方いかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 もしよろしければ、議題（３）に移って、平成31年度決算の話に移りたいと思います。 

 また、事務局、ご説明をお願いします。 

○佐藤財政課長 財政課の佐藤のほうからご説明させていただきます。 

 先ほど朝日委員のところで、私、10億円を10万円と読み間違えたみたいで、ごめんなさい。

10億円ということで財政調整基金取り崩しておりますので、修正をお願いいたします。 

 それでは、平成31年度決算（速報）についてご説明をさせていただきます。 
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 資料は２番と３番なんですけれども、主に資料３のほうを使ってご説明したいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、１ページ目でございますけれども、表の下のところ、一般会計予算は歳入が

806.7億円、歳出が756.4億円で、翌年度の繰越し財源を引きました実質収支は43.2億円となっ

ております。 

 一般会計のほうをかいつまんで説明しますので、２ページ目をお開きください。 

 歳入の状況でございます。 

 個人市民税は1.7億円、1.3％の増でございます。法人市民税はやはり景気の落ち込み等によ

り2.6億円、5.3％の減になってございます。市民税全体では0.9億円、0.5％減の181億円とな

っております。 

 固定資産税につきましては、土地が1.8億円、2.1％の増となったほか、家屋、償却資産もそ

れぞれ1.9億円、3.0％の増、0.2億円、0.8％の増となっておりまして、固定資産税全体では

3.8億円、2.2％増の180.3億円となってございます。 

 地方税全体では４億円、1.0％増の407.1億円というふうになってございます。 

 税連動交付金等々を合わせて、歳入では17.4億円、2.2％増の806.7億円となっております。 

 歳出のほうをご説明いたします。 

 ３ページをお開きください。 

 下の（２）のところでございます。歳出を性質的に見ますと、義務的経費は公債費3.8億円、

9.3％減というふうになっておりまして、それから人件費につきましては1.5億円、1.5％の増。

それから扶助費なんですけれども、幼児教育・保育の無償化の影響等もございまして、10.3億

円、4.0％の増というふうになってございます。 

 それから、投資的経費なんですけれども、若葉台小学校新校舎建設工事、そういったものの

増によりまして、6.3億円、11％の増となってございます。 

 全般的にやはり、４ページのほうに進んでいただきまして、表をご覧いただきたいんですけ

れども、真ん中ら辺扶助費のところが決算額、構成比35.4％のところの４％で、伸びがやはり

かなりあるというふうに認識をしているところでございます。 

 それから、目的別のところはちょっと割愛をさせていただきまして、５ページのところをご

覧ください。３番の（１）になります。実質収支比率でございます。こちらは前年度1.3ポイ

ント上回り10.5％というふうになってございます。 

 次のページめくっていただきまして６ページ、（２）のところでございます。経常収支比率

でございます。こちらにつきましては、硬直度を示す指標になってございますけれども、前年

度と比べて0.1ポイント改善で91.0％となってございます。 

 ずっと下へ移っていただきまして、（３）のところ、公債費のところでございますが、公債

費負担比率は、７ページのほうに移っていただきまして、前年度に比べて0.8ポイント下回る

7.1％となってございます。15％以下の水準を確保しているという状況でございます。 

 その下、市の債務残高でございますけれども、市債残高は11.9億円、4.8％減となってござ

いますが、新清掃工場ですとか、若葉台小学校等々で255.4億円、289.2％増というような状況

になってきているところでございます。 

 それから、下のほうに進んでいただきまして、（４）の基金の残高でございますけれども、

平成31年度末の財政調整基金の残高は105.5億円、それから公共施設の整備基金は133.1億円と

なってございます。あとは時間があるときにご覧いただければと思います。 

 今決算の数字、確定作業中でございまして、若干ずれる部分が出るかもしれませんが、そこ

の部分はご了承いただければというふうに思ってございます。 
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 それから、資料の２のほうへ戻っていただきまして、表紙から１枚おめくりいただきまして、

スライドの２ページ目でございます。１点、ちょっと修正をお願いしたいんですけれども、一

番上のポチですね、歳入総額と書いてあるところの２行目ですね、歳出総額が対前年度比14.9

と書いてございますが、14.8の誤りでございますので、大変申し訳ございませんが、そこは修

正をお願いいたします。 

 それから、基金の状況、３ページ目のほうに移っていただいて、これが平成元年からの基金

の状況の推移を示したものでございます。先ほどご説明したとおり、最終的には財政調整基金

105億円、公共のほうが133億円ということになってございます。 

 次のページめくっていただいて４ページ目でございますが、これが市債の状況でございます。

地方債とあと債務負担行為、翌年度以降の合計が縦の棒グラフ、それから公債費負担比率は折

れ線グラフで記載がしてございます。 

 決算の速報に関する説明は以上でございます。 

○金井会長 ご説明ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明に何かご質問やご意見などがあれば、お出しいただければと思

います。 

 いかがですか。 

 よろしいですか。 

 佐藤委員。 

○佐藤副会長 すみません。さっきの朝日委員も質問されていたような気がしたんですけれど

も、今、財政調整基金100億円あるということですけれども、今年これこのままだとどれくら

い取り崩すことになりそうですか。税収も減りますから、もしこの段階で見込みがあればとい

うのと、新型コロナウイルス対応のところで、避難所機能の整備というのがあったんでけれど

も、資料の２の６ページ目ですか、これは具体的にどういう施策を指すということと、あとこ

れはその次のページに中小事業者への支援というもの、これはいわゆる休業協力金みたいなイ

メージなのか、それともある意味では持続化給付金の立川市バージョンみたいな、そういうイ

メージなのかということ、ちょっと教えていただければと思います。 

 取りあえず以上です。 

○金井会長 ありがとうございます。 

 今のご質問についていかがでしょうか。 

○佐藤財政課長 ３点いただいたかと思うんですけれども、まず基金、財政調整基金の取崩し

の話でございますが、現時点で先ほどもご説明したとおり、10億円取り崩して事業のほうに充

てているというふうな状況でごございます。 

 また、さらに国からの交付金もございますし、中止となった事業のほうからも財源が恐らく

出てくるかなというふうに思ってございまして、現時点で取崩しの額、細かくは精査できてい

ないんですけれども、もしかするとこのまま崩さないでいけるかもしれないというようなとこ

ろは考えているところでございます。 

 そこは先ほどご説明したとおり、12月に向けて調査含めて整備させていただいた中で、どの

ぐらい崩さなければいけないのかというのをその時点で少し把握していきたいなと思ってござ

います。 

 それから、コロナの対策事業の話は、後ほどまた議題として上げさせていただくんですけれ

ども、まず１番目の避難所機能の整備の部分でございますけれども、こちらはワンタッチテン

トですとか、そういったものの購入の予算というふうに聞いてございます。非接触型の体温計

ですとか、マスク、そういったものを踏まえた物品の購入という内容でというふうに考えてご
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ざいます。 

 それから、中小事業者のところなんでございますけれども、資料のほうの６ページ目でござ

いますね。家賃支援事業につきましては、令和２年３月から５月までのいずれか１か月の売上

高が前年同月比で50％以上減少している。もしくは３月から５月までの売上高の合計が30％減

少している中小事業者に対して、40万円を上限として支給するというような内容です。４月及

び５月の家賃合計額の２分の１ということになっているものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○金井会長 ありがとうございました。 

 いかがでしょうか、今のご説明、あるいはその他の点で。 

 よろしいですか。 

 議題（４）のほうにも少し踏み込んじゃっているかもしれませんが、それでは、議題（４）

について、事務局からご説明いただければと思います。 

○佐藤財政課長 それでは、議題（４）につきまして佐藤のほうから引き続きご説明をさせて

いただきます。 

 資料のほうは、資料２の５ページ目からになります。 

 先ほど行政経営課長から事業ベースの説明をさせていただきましたので、私の方からは予算

化を伴う新規事業を中心にご説明させていただきたいと思います。 

 本市では、令和２年度に入ってから国の緊急事態宣言ですとか、感染拡大を受けまして、５

月20日に緊急対応方針を策定いたしました。それに基づいて対応しているところでございます。 

 具体的な内容のご説明をさせていただきます。 

 ５ページ目の①のところ、市民生活への支援といたしまして、国民健康保険料の平成31年度

水準への引下げ、それから傷病手当金の創設、これは国の事業になりますが、１人当たり10万

円の特別定額給付金事業、それから児童手当を支給する世帯に対象児童１人につき１万円の臨

時給付をする制度、それから妊婦に対しまして衛生資材の購入ですとか、タクシーで利用でき

るＩＣカードを配布、独り親世帯の国、東京都、立川市での臨時給付事業、それから生活困窮

者の住居を確保給付金事業、これからになりますけれども、市民１人につき１万円を支給しま

す市民生活支援給付金事業などを実施しているところでございます。 

 避難所につきましては、先ほどご説明したとおりでございます。 

 ６ページのほうをお開きください。 

 ②といたしまして、中小事業者への支援でございます。一番上の中小事業者につきましては、

先ほどご説明いたしましたので割愛させていただきます。 

 それから、２番目は、新型コロナウイルス感染症対策特別資金でございます。 

 それから、次が商店街への装飾灯の電気料の支援などを実施してきているというものでござ

います。 

 それから、３番目といたしまして、学校、保育所等の支援ということで、就学援助認定世帯

等へのモバイルルータの対応、それから通信費の助成。先ほど出ましたＧＩＧＡスクール構想

に基づく児童・生徒１人１台パソコンの整備。それから、図書館への紫外線殺菌ランプつきの

図書消毒器の設置、それから保育園等、ここにあります民間ですとか、児童館だとか、幼稚園

などへのマスク等の購入及び導入の補助でございます。 

 次のページ、７ページをお開きください。 

 その他の取組といたしまして、先ほど話題になりました寄附金の創設、それからふるさと納

税のスキームを使いました新型コロナ対応市内医療機関、医療従事者応援プロジェクトによる

寄附の受領、新型コロナウイルス感染症対策に係る物品の購入、予備費の増額というようなこ
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とで取り組んできてございます。 

 令和２年度に入りまして、６回の補正予算を組んで対応中でございます。総額225億円の増

額。財源といたしましては、国費が195億円、都費が５億円弱、市費が25億円ということで、

財政調整基金10億円を取り崩してございます。今後、国の地方創生臨時交付金、これ第２次分

でございますけれども、7.6億円というのを示されてございますので、こちらを活用してさら

に事業化を今検討中なところでございます。 

 説明は簡単ですけれども、以上でございます。 

○金井会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明にご質問とかあればいただけますか。 

 はい、どうぞ。 

○曽我委員 曽我でございます。 

 ７ページのところですけれども、ふるさと納税による寄附受付というのがございますけれど

も、今までにどれぐらい受け付けているのか、額ですね、これを教えてください。 

 それともう１点、令和２年度に入り６回の補正予算を組んだということですけれども、非常

にスーピーディに対応されたと思いますけれども、これは全て議会の議決といいますか、専決

処分の部分もあるのかどうか、その辺のところを教えてください。 

 以上です。 

○金井会長 ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。 

○佐藤財政課長 財政課長、佐藤でございます。 

 まず１点目のふるさと納税の寄附金の状況でございますけれども、今日時点で寄附の状況を

確認しましたが、26件いただいておりまして、金額としては292万3,821円ご寄附をいただいて

いるという状況でございます。 

 それから、２つ目の質問の６回の補正予算でございますけれども、やはりちょっとなかなか

全て議会を開いていただいてというのが難しいスケジュールもございましたので、国の事業、

制度が固まっている事業、それから東京都の事業でそれも制度が固まっている事業につきまし

ては、基本的には専決での補正予算をお願いして、先日ご報告を議会のほうにさせて承認をい

ただいたというところが現状でございます。 

 以上でございます。 

○曽我委員 ありがとうございました。 

○金井会長 ありがとうございました。 

 いかがでしょうか。 

 ６回の補正というのはかなり大変だと思うんですけれども、やはり筋論からいうとちゃんと

議会を継続的に開いてといいますか、通年議会というやり方もできるので、専決に頼るのはあ

まり褒められたことではないと思います。そこら辺はちょっと議会との対応もありますが、招

集権者は市長なので、少しやはり専決に頼るのはいかがなものかというのが私の個人的な感想

であります。 

 ただ、６回補正組んだというのは非常に多いということです。ちなみに、令和元年度という

か、平成31年度の2020年３月も補正を組んだのですか。そこら辺はどうなんですか。 

○佐藤財政課長 平成31年度につきましては、物品がメインだったんですけれども、予備費の

ところ増額をお認めいただきまして、それを繰越しをさせていただいて、総務費のほうに充当

して、今年度物品の購入に引き続き努めたというところがございました。 

 以上でございます。 
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○金井会長 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょう。 

○砺波委員 砺波でございます。聞こえますか。 

○金井会長 はい、砺波さん、お願いします。 

 カメラオンにしていただけますか。 

○砺波委員 カメラがちょっと動かないものですみません。取りあえずね。 

○金井会長 では、砺波さん、お願いします。 

○砺波委員 今ありました５ページに対策事業というのが書いてありますけれども、市として

事業として、例えば市民生活支援寄附金事業は、市民１人に１万円給付すると聞きましたけれ

ども、市民14万人いますので、14億円かかると思いますよね。これらの大体整備事業の１回に

どれぐらいの費用がかかるという見込みでみたのでしょうか、教えてください。 

○金井会長 いかがでしょうか。 

○佐藤財政課長 財政課長、佐藤でございます。 

 今の砺波委員の話は、生活資金に限ってということでよろしいかと思いますので、それに限

ってお答えいたしますと、１人１万円でございますので、当然それ掛ける市民の数ということ

になってございまして、予算としては20億円、事務費を含めまして20億円弱ということで予算

化を図っているところでございます。 

 以上です。 

○金井会長 ありがとうございます。 

 ほかの事業についてもご質問だったのではないかと思うんですけれども、砺波委員、どうで

すか。 

○砺波委員 そうですね、お願いします。 

○佐藤財政課長 財政課長、佐藤でございます。 

 大変失礼いたしました。 

 まず、細かくちょっとご説明させていただきますが、国民健康保険料の引下げのところでは、

予算としては9,788万円という予算を組んでございます。この辺は入り繰りの問題でして、一

般会計のほうから見た予算になってございます。 

 それから、傷病手当金の予算の説明につきましては、550万円でございます。 

 それから、特別定額給付金１人１万円当たり10万円の給付でございますが、これが186億

7,800万円でございます。 

 それから、子育て世帯への臨時特別給付金、国のほうで児童手当を支給する世帯に１人につ

き１万円の支給という事業でございますが、これが２億3,300万円でございます。 

 それから、東京都の妊婦に対してタクシー利用で使えるＩＣカードなどを配布した事業でご

ざいますが、そちらにつきましては、2,800万円でございます。 

 それから、就学援助認定世帯等へのモバイルルータの貸与、それからデータ通信料の補助、

それからスマートフォンですとか、タブレットを持っていらっしゃらない世帯にも貸出しでき

るように、市の所有のタブレット端末を設定するという内容が入っているんですが、そちらが

5,800万円でございます。 

 それから、先ほど話に出ました中小事業者の緊急家賃の支援事業でございますが、これが５

億2,000万円ぐらいですね。 

 それから、市民生活支援給付金、これは先程申したとおり、１人１万円の事業ですが、これ

が20億円弱でございます。 

 それから、独り親世帯への臨時給付金の給付事業、これは１人につき３万円を支給する市の
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独自の制度ですが、これが8,890万円。 

 それから、中小企業の融資支援事業を予算を先食いして使って、その利用件数が増加したと

いうところで2,400万円ぐらいの予算になってございます。 

 それから、商店街の装飾灯の補助の関係は、100万円でございます。 

 それから、先ほどご説明した中小企業者の緊急家賃につきましては、追加で都費、国費が補

助がありましたので、１億円ほど積み増しをしているところでございます。 

 ごめんなさい、ちょっと私の手元資料の関係で古いほうから歴史順にずっといきまして、項

目でまとまってなくてごめんなさい、申し訳ございません。 

 それから、避難所機能の整備で1,800万円ほど、それから教育ＩＣＴシステムの構築・運用

でＧＩＧＡスクールのところでございますが、これが5,700万円ちょっとぐらいです。これは

債務負担になってございます。 

 それから、図書館の紫外線殺菌ランプ付きの消毒器でございますが、これが1,000万円ほど。 

 それから、基金につきましては１億517万円でございます。 

 それから、生活困窮者の自立支援事業でございますが、住居確保給付金の申請数が増加した

ことに伴いまして増額をしておりますが、それが7,000万円弱ぐらいです。 

 それから、民間の保育所を含めたところで、マスクとかそういったものを購入補助するとこ

ろにつきましては、１つ当たり250万円から2,000万円ぐらいのちょっと幅があります。 

 それから、予備費の増額が5,000万円、それから独り親の世帯の臨時特別給付金の国事業に

係るものが２億6,000万円、それから東京都の独り親家庭の事業が10万円、このような形にな

っているところでございます。 

 ちょっと分かりにくくて大変申し訳ございませんが、一応中身については、以上であります。 

○金井会長 ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

○笹浪委員 市民生活給付金の送り方なんですが、前に国から10万円ずついただきましたけれ

ども、また世帯主宛に給付金だろうが来るという感じなんでしょうか。 

○金井会長 はい、いかがですか。 

○佐藤財政課長 はい、財政課長、佐藤でございます。 

 こちらにつきましては、今10万円のほうの定額給付金の支給に全力を尽くしているというこ

とで、細部については検討中というふうに聞いてございます。 

 恐らく同じようなスキームになるとは思うんですけれども、現時点でどのような形で皆さん

に申請していただいて配布をするのかというのは、ちょっと未定というか、私のほうではちょ

っと分からないので、大変申し訳ございませんが、そんなことでご勘弁いただければと思いま

す。 

○金井会長 ありがとうございます。 

 笹浪さん、何か追加でありますか。 

○笹浪委員 いや、ありません。 

○金井会長 よろしいですか。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

○佐藤副会長 では、ちょっと１つ。すみません。 

○金井会長 佐藤委員。 

○佐藤副会長 今回、当面のコロナ対応としていろいろな施策をするのはいいんですけれども、
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もし出口を考えていくと、恐らくデジタル化を進めていく必要が、これは、私、規制改革推進

会議の仕事をしているもんですから、やはりこれから行政のデジタル化をとにかく邁進させる

ということは、本当にあるんだと思います。例えばこれがＡＩの活用やＲＰＡの利用とか、そ

れを含めて、あと判こ行政をやめたいので、例えばいろいろな許認可であるとか、全部オンラ

インでできるようにしませんかという、そういった議論もあるんですけれども、立川市として

は、このデジタル化と、ＧＩＧＡスクールの話がちょっと出ていますけれども、行政の手続を

含めてデジタル化というところにもう少し先行投資をするというような、そういったのはない

んですか。あるいはこれはコロナ対策とは別対応でやろうとしているのかということが１つの

質問と、あとコメントですけれども、先ほど会長から話が出ている市民生活支援給付金事業で

すか、１人１万円に何の効果を期待しているのかなとよく分からなかったですが、手間暇かけ

ておしまいじゃないかと思うんですが、具体的にどういう効果を期待してこういう政策をされ

る。10万円もそうなんですけれども、立川市としてはどういう見解なんかなと思ったんですが、

いかがでしょうかということです。 

 以上です。 

○金井会長 いかがですか、今の件。 

○渡貫行政経営課長 行政経営課長、渡貫です。 

 １点目のデジタル化につきましては、国のほうの骨太の方針もそういった効果を上げてござ

います。今回、10万円の給付のときにおきましても、なかなかマイナンバーが使えなかったと

いうようなこともございますので、市としてもその辺は推進をしていきたいところで、次の議

題のところですね、令和３年度に向けた方向性としては持っていきたいというふうには考えて

ございます。 

 ただし、現在、子どものほうの手当てなんかも、マイナンバーを使ってのコンテンツの用意

はしているんですけれども、なかなかマイナンバーの取得状況も相まって、なかなか利用され

ていないという環境というのは理解できます。まずは判こをなくしたりとか、簡便なＩＣＴで

どのような形で市民生活でデジタル化を行うか、市民生活にとって一番いい形になるかという

ことは、来年度に向けてまた進めていかなきゃいけないかなと思ってございます。 

 先ほどのＧＩＧＡスクール構想につきましても、１人１台パソコンを本年度、来年度という

ようなやっていくという形にはなってございますが、その後にどういったコンテンツを入れて

いくかというのが１つ課題となっているところでございます。 

 あと２点目の支援給付金でございますが、こちらにつきましては、金額如何というようなと

ころもあるんですが、今はこういったコロナの状況を市民の皆様と共に戦って、乗り越えてい

くんだというような、見舞金的な意味合いが非常に強いのかなというふうには聞いているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○金井会長 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

○川口委員 よろしいでしょうか。 

○金井会長 はい、どうぞ。 

○川口委員 家賃の支援についてちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○金井会長 もし可能ならビデオオンにできますか。 

○川口委員 いかがでしょうか。出ませんか。 

○金井会長 ごめんなさい、私のところには出ないんですけれども。出ました、出ました。 
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○川口委員 それで１つお聞きしたいんですけれども、コロナ対策事業として、中小事業者に

対して緊急の家賃支援事業というのを行っていらっしゃいますけれども、やはりこの中小企業、

特に飲食業等では固定費として家賃が非常に重くて、やはりこれが大きな問題になったという

ことなんですけれども、５億2,000万円の予算規模を土台として、現時点で立川市の支援事業

にどのぐらいの申請があって、どのぐらいの実際の額が動いたのかというのがもしお分かりに

なれば教えていただきたいのと、国もこれを別な形で行っていますけれども、重複での獲得で

きるということの認知がちょっと進まなかったようなところも感じるんですけれども、その辺

についてお考えをお聞きしたいと思います。 

○金井会長 ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。 

○佐藤財政課長 財政課の佐藤でございます。 

 中小事業者の家賃支援の件でございますけれども、まず最初に、国が行っている事業との種

別につきましては、国のほうは年度を捉まえて、全ての年度が終わった後に支給するというよ

うな内容になっているかと思うんですけれども、本市の事業はそこに至るまでの間、家賃を支

援するというところでの種別化というのは図っているというふうには聞いてございます。 

 ごめんなさい、件数と金額はちょっと手元に調べておりませんで申し訳ございませんが、最

終的には４億円ぐらいの決算になるんではないかということで、事業執行課のほうからは聞い

ているところです。こんな答えで大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 

○川口委員 ありがとうございます。 

○金井会長 ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

○佐藤副会長 すみません、何度もすみません。 

○金井会長 はい、どうぞ。佐藤委員。 

○佐藤副会長 さっきお話を聞いていて、私、気になり始めたんですけれども、何かいろいろ

な事業をやっている割には、皆さんご存じないというのが多いですよね。そうなってくると、

これ立川市には司令塔とあるのかなと気になって、各課が、これ補正予算なんでそうなりがち

なんですけれども、各課がそれぞれ自分たちで政策を打ってしまっていて、つまりさみだれ的、

バラバラ的に何かこういう対策を打たれているのか、あるいはそうじゃなくて、立川市の中で

市長を頂点に何らかの対策委員会を立てて、その中で集約的に決めているのか、さっきの説明

聞いていると、何か極めて縦割りがよく見えるというか、何か事業の全体像が市としてつかめ

ているのかなというのが気になってきたんですけれども、いかがなんですかね。 

 この決定過程です。政策の決定過程というのは集約をされているのか、各課ばらばらなのか

ということについて聞きたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○金井会長 はい、どうぞ。 

○佐藤財政課長 財政課、佐藤でございます。 

 まず、政策の決定につきましては、コロナの対策本部というのが市の内部に立ち上がってお

りまして、市長、副市長をトップとして各部長級が基本的にはそこに参画していて、事務局は

健康推進課とそれから生活安全課の危機管理のところで所管をしております。そこに事業を含

めた、例えば公共施設を開けるだの閉めるだの、そういった情報は一元的に上がってきており

まして、そこで政策をもんでいるというところでございます。 

 ちょっと委員ご指摘のとおり、縦割り的なところはあるんですけれども、そういった事業の

中で予算に係るものにつきましては、財政のほうに降りてまいりまして、私のほうでその事業

を取りまとめているような実態でございます。 
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 以上でございます。 

○金井会長 ありがとうございました。 

 ほか……。 

○川久保委員 すみません、川久保です。 

〇金井会長 ………………。 

○渡貫行政経営課長 ちょっと今、会長、音声が入っていません。 

○金井会長 ごめんなさい、金井がミュートにしたままでした。失礼いたしました。 

 それでは、ほかにご質問ございますでしょうか。 

○川久保委員 川久保です。 

○金井会長 川久保さん、お願いします。 

○川久保委員 いろいろ対策事業を打ち出していますけれども、この中でもう終了したのとか

はあるんですか。それとまだこれからで、何月までやるとか、年内をめどに、年度内をめどに

というふうに予定されていますでしょうか。 

 これ国と市ありますけれども、対策本部で全部でやるわけですよね。国や都のほうの事業と

かも、まだこれ終わっていないのが多いですよね。進捗状況とか教えていただけますか。 

○金井会長 ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。 

○佐藤財政課長 財政課の佐藤でございます。 

 委員のほうからご指摘のとおり、終わっているものというのは、今多分現在では恐らくない

と思います。進行中か、これからというような内容になっているかと思います。 

 先ほど政策の決定は新型コロナの対策本部という話をさせていただきましたけれども、実際

にはその決定を受けてその事業主管課、例えば特別定額給付金であれば企画政策課、子育て世

帯への臨時給付であれば、子育て推進課というところに落ちていっておりまして、事業自体は

その担当課で行っているというふうな状況でございます。 

 以上でございます。 

○川久保委員 すみません、川久保です。 

○金井会長 どうぞ。 

○川久保委員 これ担当課でやっているということですけれども、担当課の今の人員でできな

いですよね。できますか、それとも何かどこか委託してとか、それとも臨時職員とか何かそう

いう人たちを採用されてやっているわけでしょうか。 

○金井会長 はい、いかがですか。 

○佐藤財政課長 財政課の佐藤でございます。 

 委員のほうからご指摘いただいたとおり、現行体制に飲み込めるものと、それでは到底でき

ないという内容がありまして、例えば特別定額給付金であれば、課員の増員ですとか、庁内の

応援職員で対応していたりとか、あとは臨時職員で作業を行っていただいたりとかというよう

な、様々な工夫をしながら事業は実施しているというところでございます。 

 ただ、なかなか個人情報を含めて対応ができなくて、事業執行課のほうで現行体制の中で時

間外含めて頑張ってやっているという事業も中にはあるかなというふうに思ってございます。 

 以上です。 

○川久保委員 大変ですね。頑張ってください。 

○金井会長 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 
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 よろしければ、議題（４）を終えまして、議題の（５）と（６）について合わせて議論した

いと思いますので、事務局から説明をお願いします。 

○佐藤財政課長 それでは、議題の（５）のところの今後の財政の見通しにつきましては、財

政課の佐藤のほうからご説明をさせていただきます。 

 使う資料は、資料２になります。先に９ページ、最終ページの方をお開きいただければとい

うふうに思います。 

 中長期的に見た場合には、第２次行政経営計画でお示しているような人口減少による影響で

すとか、少子高齢化の進展などにより社会保障関係経費が伸びたり、税収が落ち込んだりとい

うような大きなトレンドは変わらないものというふうに考えてございます。 

 また、老朽化が進む公共施設ですとか、都市インフラの維持更新の必要性ですとか、それか

ら新清掃工場や新学校給食共同調理場の建設、再編個別計画に基づく施設整備なども以前と同

様で、これから歳出の伸びが加速するというふうには考えてございます。 

 この内容に加えまして、先ほど来ご議論いただいているように、新型コロナウイルス感染症

による景気の下振れというのが懸念されるのかなというふうに考えてございます。 

 資料の１ページ戻っていただきまして、８ページのグラフのほうをお開きいただければと思

います。 

 こちらは、平成元年から平成31年までの市税の推移を示したグラフでございます。 

 まず、注目していただきたいのが、平成３年ぐらいから始まるバブル崩壊のところでござい

ます。一般的には、平成３年から６年にかけての景気後退時がバブル崩壊と言われております

けれども、法人市民税につきましては、平成３年度の57.1億円が平成６年度は45.1億円となり

まして、その間で12億円の減です。個人市民税は法人市民税より遅れてその影響が出始めまし

て、平成５年度は127.7億円であったものが平成６年度には107.6億円ということで、20億円の

マイナスというふうな状況になっております。税収全体でも、平成５年から６年にかけて11.7

億円のマイナスというふうになっております。 

 次に、大きなポイントといたしましては、平成20年から21年にかけてのリーマンショックに

よる影響のときになりますが、個人市民税がこのとき2.9億円のマイナス、法人市民税が13.3

億円のマイナス、固定資産税は4.7億円のプラスということで、全体として11.6億円のマイナ

スというようなことになってございます。 

 個人市民税、やはり遅れて平成21年度127.6億円から平成22年度は118.9億円、マイナス8.7

億円の減になっております。 

 一方、固定資産税は平成元年度が32.8億円から平成31年度が180.3億円ということになって

ございまして、まちづくりの進展の成果で着実に伸びてきているのかなというふうには分析し

ておるところでおります。 

 本市の場合は、皆様ご承知のとおり、交付税の不交付団体であることと、法人市民税の依存

度が高いというのが特徴でございます。ですので、景気後退の影響をダイレクトに受けるとい

うふうな状況でございます。 

 今回のコロナウイルスに係る税収の落ち込みも、前の２回のときを見据えますと、10億円程

度は減額になるのかなというふうに想定はしておるところでございますが、先ほど申し上げた

とおり、影響は複数年にわたるというようなことも想定をしております。 

 ただ、バブル崩壊とリーマンショックのときは金融・証券、そういった関係が大きな影響を

受けているということに対しまして、今回は飲食ですとか、小売り、宿泊、観光というところ

がメインに影響を受けているということで、少し違うかなと考えておりますので、本市の税収

にどのような影響が出てくるのかにつきましては、今後、課税部門と含めて精査してまいりた
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いというふうに考えてございます。 

 先ほども話に出ましたけれども、令和２年度、今年度予算での事業執行の停止による剰余金

の発生、それから減額補正、予算の取扱い、それから新規事業への今後のさらなる増額補正、

それから税収落ち込み予測等を捉まえた中で、令和３年度の予算編成に向けて難しいかじ取り

が継続するものと考えます。 

 こちらについての説明は以上となります。 

○渡貫行政経営課長 引き続きまして、資料４のほうの説明を合わせてさせていただきたいと

思います。 

 ただいま財政課長から、財政的な懸念事項について中心にお話をさせていただいたところで

ございます。そういった状況を踏まえて、令和３年度の行財政運営につきまして、この後、委

員の皆様にご意見をいただきたいと思ってございますが、まず、市のほうでは、先ほど申しま

した、まず上の短期的な課題といたしましては、この新型コロナウイルスの感染症はまだしば

らく続くだろうと、ウィズコロナの時代をそのまま令和３年度はしばらく続くということを前

提に、まずは市民の安全を第１に、市民生活に適した安全対策というようなことをしっかりし

ていかなきゃいけない。 

 一方で、先ほどご説明あったとおり、中長期的な課題はもう既に入り口に立っています。い

わゆる2025年問題の団塊世代が後期高齢者となる問題とも直近に迫ってきており、また、2040

年問題という、いわゆる高齢者の人口がピークに達して、また公共施設や都市インフラの老朽

化の更新時期の到来により、財政的にも非常に難しくなってくるというような中長期的な課題

を、両方を抱えている年度になるのかなといったところがございます。 

 そういった課題を含めまして、市としては基本的な考え方といたしましては、市民生活や市

民の安全を第１に、今あるサービスをしっかりと提供し続けることと、一方で、中長期的な課

題については、行財政改革をしっかりとした着実に進めていくということを基本に据えていき

たいとは考えているところでございます。 

 そういった点では、次の下の３つの視点といたしまして、この３つの視点を中心に令和３年

度は進めてはどうかということを現在考えているところでございます。 

 １つ目が、１つ目と２つ目はコロナの関係でございますが、しっかりと市民生活に合わせた

感染対策、２つ目が先ほど佐藤委員からもありましたように、どうしても行政のほうの手続で

はデジタル化がまだ進んでいないというふうな状況がございます。そういったものの推進。 

 ３点目は、やはり中長期的な課題に対しても、その入口に入ってございますので、持続可能

な行財政運営を進めていくといったところでございます。 

 とはいっても、財政的な課題もございますので、税収の一時的な仕組みや特色的な対策につ

きましては、基金等を活用していくことを中心に、また、中長期的な事業に経常的なものにつ

きましては、適切なサービス推進と最適なサービス提供とを選択しながら、なるべく経常経費

については、圧縮をしていくというようなことを課題として、令和３年度は進めていきたいと

いうふうなことで、現在考えているところでございます。 

 現在、このような視点を持ってございますが、必要な視点につきまして、皆様のご意見をま

た頂戴したいと思ってございます。 

 説明は以上になります。 

○金井会長 ご説明ありがとうございました。 

 それでは、皆さんのほうからご意見、ご質問いただければと思います。 

○砺波委員 砺波でございます。 

○金井会長 では、砺波さん。 
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○砺波委員 よろしいですか。今、令和３年度の具体的な運営として、一番下に適切なサービ

ス水準と最適なサービス提供の手法とありますけれども、コロナの時代がやってくると、サー

ビス水準がどうあればいいか分からないと思うんですよね。ここで適切なサービス水準と最適

なサービス提供手法というのは、やはり難しいと思いますけれども、これはどんなふうに考え

ればよろしいんでしょうか、お願いします。 

○金井会長 いかがでしょうか。 

○渡貫行政経営課長 行政経営課の渡貫でございます。 

 確かに長期的なコロナに対しての新しい生活に対しまして、経常的な経費がかかる部分も十

分あるんですけれども、サービス水準として今後先を見据えた中では、今後経常経費かかって

くるものについても、一定程度水準ということを考えていかなきゃいけない。 

 例えば、今コロナウイルスにおいては、ＰＣＲ検査なんかは無料でやってしますけれども、

通常的な予防接種とかがあった場合については、やはり適切な水準において受益者負担は守っ

ていかなきゃいけない、そういうような文言については、同時並行的に進めていかなければけ

ないと。 

 先ほど使用料というような最初の話もさせていただきましたけれども、使用料につきまして

も、一定程度のところの水準では、ご負担はしていって、持続可能な運営にはつなげていかな

きゃいけないのかなというふうには考えているところでございます。 

 以上です。 

○金井会長 砺波さん、よろしいですか。 

○砺波委員 分かりました。ありがとうございます。 

○金井会長 先ほど宮本さん、手を挙げてましたか。 

○宮本委員 はい、挙げさせていただきました宮本です。 

○金井会長 では、宮本さん、お願いします。 

○宮本委員 はい、ありがとうございます。 

 令和３年度の大きなイベントとしてオリンピックが予定されておりましたが、これは来年に

延期になりました。こんな状況で来年できるかどうか分からないような見通しですが、これは

余り行財政的な観点からは大きな影響はないという認識で、つまり今日の一連のお話の中で全

くそういうことが出てこなかったので、確認なんですけれども、そういうことなんでしょうか。 

 それから、もう一つ、今年は国勢調査があります。コロナ禍の中での国勢調査をやるという

ことになったんですが、やはりこれも本年度としては大きな出来事、行事だと思うんですけれ

ども、それについても全く出てきておりませんが、これはあまり行財政的な視点からは影響は

インパクトにないんだと、こういう認識で合っていますでしょうか。お願いいたします。 

○金井会長 今の２点いかがでしょうか。 

○佐藤財政課長 財政課の佐藤でございます。 

 まず１点目のオリンピックのところでございますが、全く影響はないというわけでは当然ご

ざいませんけれども、予算規模といたしまして、やはり学校の関係ですとか、そういう建物関

係のところが多くございます。それから扶助費のところ、民生費関係のそういったところに比

べると、やはりそれほどインパクトはないのかなというところもございますので、今後の行財

政運営という意味では、それほど重きを置かなくてもよいかなというふうには思っているとこ

ろでございます。 

 それから、２点目の国勢調査でございますけれども、やはり従前は訪問をしてという、私も

若いときにやった記憶がございますけれども、そういった手法は今回は取らないで調査を行う

というふうなことも聞いてございます。経費につきましては、全額国費のほうから出るという
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ことになってございますので、本市の行財政運営という意味では、それ程考えなくてもいいの

かなというふうに考えております。 

 以上です。 

○宮本委員 ありがとうございます。 

○金井会長 それでは、ほかにはいかがでしょうか。 

○朝日委員 すみません、よろしいでしょうか。 

○金井会長 はい、どうぞ、朝日さん。 

○朝日委員 すみません、朝日です。 

 デジタル投資、デジタル情報技術の推進についてなんですけれども、歳出の見通しのところ

では、街の情報技術の推進である程度投資的な債務負担金が出てきたりということが出て来る

かと思うんですけれども、取りあえず先ほどの資料では、公共施設とか老朽化とか、そういっ

たところの歳出しか載ってなかったので、投資に関してどういう見込みになるのかというとこ

ろですね。 

 例えば何らかの国からのそういう補助であったりだとか、こういうことが見込める分野なの

かということが教えていただきたいことと、あともう一つ、そういったことがあると、何とい

うんですかね、便利になってコストが削減されるという面だけではなくて、経済対策的に民間

への仕事が下せるということがあるかと思うんですけれども、立川市の場合、この情報デジタ

ル関係の分野も、経済効果みたいなものはどの程度見込めるのかなというのが知りたかった点

です。 

 あと、もう一つ、３つ目は、それに関連してなんですけれども、デジタル化が進んだ場合の

やはり原資みたいなものが必要だとすると、効果額みたいなものを出していく事務があるかな

と思うんですが、例えばコスト削減になるとか、例えば公共施設の整備にしても、ちょっと設

定がもしかしてウィズコロナだと変わってきたりするかもしれないですよね。集まるというこ

とが変わってくるので。何かそのあたりの考え方というのを何か見込んでいく必要があるのか

なというのを、３つ目はコメントを。すみません、よろしくお願いします。 

○金井会長 ありがとうございます。 

 いかででしょうか、今の点で。 

○佐藤財政課長 財政の佐藤でございます。 

 まず、デジタルの投資的な話の中で、債務負担含めて国の補助等が見込めるかというご質問

でございますけれども、先ほど出ているように、ＧＩＧＡスクールみたいなものは国のほうか

ら補助が出ておりますが、内部事務的なものにつきましては、メニューとしては多分ほとんど

ないのかなというふうな認識でございます。もちろん補助事業を充てられるものにつきまして

は、いろいろ情報を精査した中で、充てられるものは充てて一般財源の圧縮というのは図って

いきたいというふうに考えてございます。 

 経済効果のところは、大変申し訳ないんですけれども、私どものほうではちょっとそこまで

のことというのは、検討の中には入ってはおりません。大変申し訳ございません。 

○金井会長 どうですか。 

○朝日委員 はい、ありがとうございました。 

○渡貫行政経営課長 ２点目について、デジタルの効果といったところでございます。そこに

つきましては、新たな日常の必要なインフラというような面はあるのかなというふうには思い

つつも、内部でもどうやってその効果というのを見せていったらいいのかということもちょっ

と検討はしてございます。 

 ただし、なかなかそれによって金額的な面で見せるのが難しいというふうな話もございまし
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て、では、それに伴って時間外が減るとか、こういった会議においても、行く手間がなくなる

ことによっての時間削減というようなことは、見せ方としては効果額としてはあり得るんでは

ないかというふうな内部的な議論はしてきているところでございます。 

 今後、まだどのように見せるかについては、検討していきたいというふうに考えてございま

す。 

 以上でございます。 

○朝日委員 ありがとうございます。 

○金井会長 よろしいですか。 

○朝日委員 はい。 

○金井会長 では、ほかの方いかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 では、私からちょっと１つご質問なんですけれども、佐藤副会長のほうからもいろいろご質

問が既にあったんですけれども、佐藤財政課長のお話として、12月ごろに影響とかをまとめよ

うという、こういうお話だったんです。けれども、イメージが12月にまとめるので、来年度予

算に間に合うような調査になるのか、もうちょっと早くなくていいのかという気もするんです

けれども。12月に調査をかけて12月か１月にデータが出て、１月くらいだと予算査定というこ

とで、来年度予算に間に合うということなのかもしれないんですけれども、各課からの予算要

求は当然今年を前提に要求してくると思うし、査定も今年に行うことを前提とすると思うんで

す。現状把握が12月というのは、12月補正を出すという意味なのか、それとも12月ごろに調べ

て来年に向けてという意味なのか。でも、12月になってしまうと、来年に向けてそんな簡単に

事務事業の再編はできないところです。もうちょっと早くなくて大丈夫でしょうか、少し心配

はありますがいかがでしょうか。 

○佐藤財政課長 財政課、佐藤でございます。 

 ごめんなさい、説明がちょっと不足しておりまして、大変申し訳ございません。 

 12月に向けてというのは、さっき金井会長もおっしゃったように、12月補正というのをひと

つ念頭に置いておりますので、調査自体はもう少し前にその辺をかけていくようなことで考え

てございます。 

 税収の下振れを含めてそのような調査を総合的に取り込みながら、予算編成のほうには取り

組んでまいりたいというふうには考えてございます。ですので、調査自体はもっと早い段階に

なると思います。 

 以上です。 

○金井会長 ありがとうございます。 

 12月補正に出すということですね。はい、分かりました。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、議事の（１）から（６）まではこの程度にしたいと思います。 

 それで今日いろいろと議論はして、あるいはご質問とかご要望とかいろいろ出たと思うんで

す。ところで、事務局にちょっと確認したいんですけれども、今日いろいろ議論出ましたけれ

ども、これはどういうふうに今後は扱われていくんでしょうか。 

○渡貫行政経営課長 行政経営課長の渡貫です。 

 今日いただいたご議論につきましては、令和３年度の予算の編成とか、組織の編成、または

定員管理をまとめた経営方針というのを８月に出す予定でございます。いわゆる国の言う骨太
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方針につながるものなんですけれども、それの中に今日いただいた議論を参考にさせて、活用

させていただきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○金井会長 はい、ありがとうございました。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、議事でいきますと３のその他ということですが、事務局から何かございますか。 

○渡貫行政経営課長 行政経営課の渡貫でございます。 

 議題自体はこれで終了となりますが、今回、初めてこういったリモートでやってございます。

ほかの課も庁内の中でこういった取組を進めていきたいというようなことの要望もございまし

て、いろいろ今回は試行錯誤しながらやったんですが、次回もこういったリモートでやるかも

含めまして、端的に今日の会議等の中で感想というんですかね、そういったものをちょっとい

ただけたら、次回の中で改善を図っていきたいと思いますけれども、そういったところでご意

見をいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。 

○金井会長 そうですね、確かに初めての試みで、練習もしないでいきなりぶっつけ本番だっ

たんですけれども、何とかそれぞれのお互いの声は聞こえたんじゃないかなと思っております

が、いかがでしょうか。何か感想とか、今後こういうふうにしたほうがいいという改善点とか

何かございますでしょうか。 

 実は私の個人の経験からいいますと、別の市の審議会でもこういう会場に集まった人とリモ

ートで参加する人が半々にあったりするんですが、会場でしゃべっている声が全く拾えていな

いということがあったんですけれども、今日は会場の声が比較的拾えていて、うまく設営でき

たなというふうに思います。 

 本当に他市の審議会は、会場の委員の発言が、女性の非常に滑舌の言い方だとよく聞こえる

んですけれども、何かもごもごマイクから遠くでしゃべっている人は何言っているんだか聞こ

えないということがあって、非常にうまくないなと思ったんですが、今日は事務局の方がリモ

ートで参加しているということもあって、これも多分音を拾いやすくしていたのではないかな

というふう思います。 

 そういう意味では、いろいろ工夫、行政経営課がまさに行革としてこのＩＣＴ活用にかなり

工夫をしてくださったんじゃないかなというふうに、私自身は現時点ではそこそこできたんじ

ゃないかなと思っています。ただ、そういうふうに自己満足しててもいけないんで、皆さんの

ほうから率直なご意見やご要望をいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○砺波委員 砺波でございます。 

○金井会長 砺波委員、どうぞ。 

○砺波委員 今回、参加しまして、最初は不安だったんですけれども、今もちょっとビデオ使

いませんが、昨日のテストの段階では使えたんですけれども、ちょっと会議室でもよく分かっ

ていないところが１つあります。ただ実際見てますと、資料も見やすい、ほかのパソコンで資

料を見ていますので見やすいですし、できればこのほうが個人的にはなれるとこのほうが非常

に使いやすい、やりやすいんじゃないかと思いますので、しばらくこういう形で私も会議シス

テムがどうなっているか、オンラインも含めて参加したいと思います。 

 なかなか使いやすかったと思います。ありがとうございました。 

○金井会長 ありがとうございます。 

 この審議会は、実はみんなが既に顔見知りだからある程度うまく回ったというところもあっ

て、全く面識のない人間がいきなりオンラインで会うというのは、なかなかちょっと敷居が高

いんです。この審議会は、去年からみんなお互い知っているんで、声と名前が何となく一致す
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るというのは、非常にプラスの方向に作用したんじゃないかなと思うんです。砺波委員、オン

ラインでぜひ参加ということで、これからもちょっと試してみていただければと思います。 

○砺波委員 ありがとうございます。 

○金井会長 ほかの方はいかがでしょうか。 

○佐藤副会長 佐藤です。 

○金井会長 佐藤委員、どうぞ。 

○佐藤副会長 私も非常によくできていると思います。都税庁とか、ほかの会議も対面での参

加者とオンラインの参加者を半々ぐらいでやったりしてましたけれども、ほかの審議会と比べ

ても、今回はよくスムーズにできているかなと思いました。 

 うまくいく人といかないという人がいるんですけれども、せっかくこれチャット機能もある

ので、例えばいろいろな説明を伺いながら、思いつきでいろいろな質問やコメントが出ている

という、このチャット機能に取りあえずメモっておくとか、あるいは、今日は時間がありまし

たけれども、時間がないときなんかに、こういうチャット機能のところに今日聞けなかった質

問とかを入れるとか、せっかくこういう技術を使っているわけですから、何かそういう進行の

  はあっていいかなと思います。 

 取りあえず以上です。 

○金井会長 そうですね、佐藤委員とは東京都税制調査会でお互いオンラインで参加したんで

すけれども、都税調の画面というのは、遠くから移しているので、何がどうなっているんだか

全然分からなかったんで、こっちの方が分かりやすかったですね。 

 あとチャット以外のいろいろが機能があるんですが、私も何が何だか全然分からないので、

これはもうみんなでもっと使いこなしていけたら、よりよくなるかもしれないなというふうに

は思っています。ちょっとチャットを使ってどうしたらいいのか、チャットでみんながひそひ

そ話しても、また別の意味で面白いといえば面白いですが、問題だといえば問題で、特に傍聴

者がいる場合にはチャットが見えませんし、会場の方も必ずしもチャットが見えるとは限らな

いので、そこら辺チャットの使い方とか、それ以外の機能の使い方もちょっと工夫しながら考

えていきたいなと思います。 

 ほかはいかがでしょうかね。 

 どうぞ。 

○宮田委員 すみません。 

○金井会長 宮田委員。 

○宮田委員 今日はごめんなさい、発言全然できなくて。 

 今日の会議のウェブ会議は、私も非常によかったなというふうに思いまして、会社というか、

仕事上も今ずっとズームで会議、ウェブで会議をしている状況なので、なれているといえばな

れているんですけれども、やはり紙の資料だったりとかというのがなく、資料の削減もできま

すし、私の場合はｉＰｈｏｎｅだったり、ｉＰａｄでこの画面を出しながら、パソコンで資料

を全部チェックしたりとかというふうにしているので、非常に資料が見やすく、やりやすかっ

たです。 

 今日、会場にいらっしゃっている方も、これスマートフォンがあればこの会議、ウェブ会議

で参加できるので、ぜひそういうようなやり方も試してみたらいかがかなというふうに思いま

した。 

  以上です。 

○金井会長 ありがとうございます。 

 そうなんですね、実際に会場にいる方にもタブレットとか手元にあると、一緒に画面を見な
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がらという手はできますよね。 

○宮田委員 はい。 

○金井会長 ただ、マイクをオンにするとハウリングしちゃって大変なことになったりするん

ですけれども、聞くほうだけはできるんでね。 

○宮田委員 はい。 

○金井会長 いろいろな方法あるかと思いますが、でも、宮田さんウェブ会議なれておられる

んですね。 

○宮田委員 そうです。ほとんど１日３本くらいウェブ会議が入ってきて、もう出ることがな

いというか……。 

○金井会長 そこら辺ちょっとノウハウ、多分市よりもはるかに民間のほうがそこら辺は進ん

でいると思いますので、うまいやり方をまた伝授いただければと思います。 

○宮田委員 そうですね。 

 では、最後に１つだけ、我々の会議の中でルールをつくっているのがあって、それは顔がは

っきり見えるようにしようというふうにしているんですよ。 

 というのは、少し明るい照明をこのウェブカメラというか、ウェブ用のそういうライトが二、

三千円で売っていたりとかするので、そうすると表情がよく見えて、コミュニケーションがと

りやすいというのもあったりするので、行政なんかからそういった指導というか、そういうふ

うに進めるともっともっとコミュニケーションとりやすいよなんて言われると、よりみんな参

加しやすくなるんじゃないのかなというふうに思いました。 

 すみません、以上です。 

○金井会長 ありがとうございます。 

 やはり顔が見えるってとっても大事なことで、特に逆光だったりすると、顔が真っ黒に映っ

ている人がいて、何者か分からないという人が時々いるんです。特に後ろが窓だったりします

と、誰しゃべっているのか分からない。そういう意味で、ライトの位置も非常に大事かなと思

います。 

 あと本当は全員がカメラオンにできればいいんですけれども、とにかく私の自宅が貧弱な回

線しかなくて、全員の顔が動いていると、それだけとまっちゃうというちょっとお寒い状況が

あって、これはどうやった改善するのか私もよく分からないんですけれども、容量の大きいル

ーターを買えばいいんですかね。 

○宮田委員 多分ご自宅のマンションは光が入っていると思うので。 

○金井会長 そうです、光ですね。 

○宮田委員 光ですけれども、Ｗｉ-Ｆｉの通信がうまく飛んでいないと思うんですよ。なの

で、有線に変えたほうがいいと思います。 

○金井会長 ああ、なるほど、なるほど。 

○宮田委員 ウェブ会議用のときは、有線にすればそっちのほうが早いですし、安定しますの

で。 

○金井会長 ただ、有線はリビングしかなくて、そこでできないんですけれども。 

○宮田委員 なるほど。長いのを引っ張ってくるしかないですね。 

○金井会長 そうなんです。有線のほうがいいということ。 

○宮田委員 はい。 

○金井会長 はい、分かりました。ありがとうございます。 

 ほかの方でいかがでしようか。 

 どなたかでも。 
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 今日、市役所の会場に参加された方はいかがでしたか。 

○三浦委員 三浦です。 

○金井会長 三浦さん、どうぞ。よろしくお願いいたします。 

○三浦委員 とてもすばらしいセッティングだったと思います。文句なしで。 

○金井会長 三浦さんもよくウェブ会議とかやられているんですか。 

○三浦委員 日常的にやっていますけれども、やはり全員がリモートで参加するのとか、会場

に参加するというのは、かえってこういう形式のほうが難しいんですけれども、きょうは素晴

らしかったと思います。 

○金井会長 ありがとうございます。 

 ほかの方いかがでしょうか。 

○伊藤委員 伊藤です。 

○金井会長 はい、どうぞ。 

○伊藤委員 いい会議できたと思っております。いろいろ会議出ておりますけれども、自治連

のほうもメンバーをちょっと選ばなきゃいけないかなと考えています。いい会議でした。 

○金井会長 あと本当は会場の皆さんにも、先ほどありましたように、タブレットとか何かを

市が用意できていると多分より参加しやすいだろうなと思います。 

 事務局のほうはいかがですか、あるいは行政の方では。 

 今日は、渡貫課長は別室での参加なんですよね。 

○渡貫行政経営課長 今日は、別室でさせていただいています。ちょっと昨日、テストやった

ときには、マイクのハウリングが非常に激しくて、本当は会場の皆様といっしょにタブレット

を活用してということも考えていたんですけれども、そのマイクのハウリングがちょっと解消

できないということになりまして、急遽別室でさせていただいているところでございます。 

 今いろいろご意見いただきまして、チャット機能のことやら、また、ライトの件なんかは非

常に私もよく分からなかったんですけれども、そういったところも、次回の会議の中ではより

改善した形で取り入れていきたいなというふうに考えてございます。 

 ありがとうございました。 

○金井会長 渡貫課長は佐藤課長とは別の部屋なんですか。 

○渡貫行政経営課長 ここは一緒の部屋にしています。当初210会議室が開いていましたので、

今日何回も会場を変更させていただきまして申し訳なかったんですけれども、ちょっとウェブ

環境としては市役所がいいだろうということで変更させていただきまして、ありがとうござい

ました。 

○金井会長 ありがとうございました。 

 では、よろしいですか。大体皆さんの感想も一通りこんな感じということで。 

 では、よろしいですか。 

 そういうことで、今日の会議を終わりにしたいと思います。 

 どうも皆さんお疲れさまでした。 

午後８時３０分閉会 


